
２０１８年度 新千歳空港国際化推進協議会

「生鮮食料品輸出補助制度」のご案内
１荷主へ最大１０万円までを助成します。

大変ご好評をいただいている補助制度です。実施要領・申請書などは、北海道経済連合会ホーム
ページ、「６月７日付道経連からのお知らせ」をご覧下さい。 http://dokeiren.gr.jp

お問い合せ先：新千歳空港国際化推進協議会事務局

ＴＥＬ：011-221-6115 （北海道経済連合会内：担当：清水） 土・日祝日除く

新千歳空港の札幌国際エアカーゴターミナルを利用し、生鮮食料品貨物
（通常のドライコンテナでは輸出できない冷蔵・冷凍管理処理行う農産物、
海産物、乳製品、スイーツ等）を輸出する荷主に対して、助成金（※１ｋｇ
あたり５０円/最大１荷主年間１０万円上限）を交付しています。

年度内に予算総額に達した場合は、打ち切りとなりますので予めご了承
ください。 ※ただし、荷物の出発地が東北の空港のみ、倍額１Kｇあたり100円/上限20万円とします。

はじめて輸出をご検討されている荷主の方へ

http://dokeiren.gr.jp/

